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「住んでみぃね！ぶちええ山口」県民会議の設立について 

１ 設立目的

 「活力みなぎる山口県」の実現をめざし、県の活力の源である人口の

減少に歯止めをかけていくため、国の「そうだ、地方で暮らそう！」国

民会議の取組とも呼応しながら、本県への移住の促進や若い世代の県内

定着に向けた県民運動を推進することを目的する。

２ 構成団体 

山口県を挙げて、幅広い取組の展開を図るため、行政機関及び産業界、

大学、金融機関、労働団体、報道機関、住民関係団体など県内各界の関

係団体により構成する。

３ 委員等 

知事を会長とし、各構成団体の代表者を委員とする。また、顧問を置

くことができる。

（会議には、委員があらかじめ指名する者が代理として出席できる。） 

４ 活動内容

○ 構成団体間における情報共有と取組に係る合意形成

○ 移住・定住促進のための全県的な気運醸成

○ 構成団体間の連携・協働による具体的取組の体制づくり など

 

平成２８年度からは、年度当初に総会を開催 

［開催内容］ 

○県人口や移住・定住の状況についての情報共有

○県及び構成団体等の取組説明

○当該年度の運動方針の決定 など
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「住んでみぃね！ぶちええ山口」県民会議設置要綱 

（設置） 

第１条 「活力みなぎる山口県」の実現をめざし、行政、関係団体、企業等が連携・協働

し、山口県を挙げて、本県への移住の促進や若い世代の県内定着に向けた県民運動を推

進していくため、「住んでみぃね！ぶちええ山口」県民会議（以下「県民会議」という。）

を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 県民会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）地方移住・定住促進のために必要な情報収集及び提供に関すること。 

（２）地方移住・定住促進のための普及啓発に関すること。 

（３）地方移住・定住促進のための具体的な実践活動に関すること。 

（４）その他この団体の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 県民会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は知事をもって充てる。 

３ 委員は、県民会議の設立趣旨に賛同する市町及び地方移住・定住の促進に係る全県的

な取組や活動を行う機関・団体を代表する者をもって充てる。 

４ 県民会議に顧問を置くことができる。 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

２ 委員は再任することができる。 

３ 委員の任期が満了となったとき、委員、知事双方から特別の申し出がない限り自動的 

に再任されるものとする。 

（会議） 

第５条 県民会議の会議（以下「会議」という）は、会長が必要に応じて招集する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 会長は、必要がある認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めるこ 

とができる。 

４ 委員が会議に出席できないときは、委員があらかじめ指名した者を代理として会議に 

出席させることができる。この場合、委員が出席したものをみなす。 

（庶務） 

第６条 県民会議の庶務は、山口県総合企画部政策企画課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、県民会議の運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。 

附 則 

１ この要綱は、平成２７年９月１７日から施行する。 

２ この要綱による県民会議の最初の委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわらず、

平成２９年３月３１日までとする。 
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「住んでみぃね！ぶちええ山口」県民会議 委員名簿 

区分 所属機関・団体・役職名 氏 名 役職等 

産 

山口県経営者協会会長 田 村 浩 章 

山口県商工会議所連合会会頭 川 上 康 男 

山口県商工会連合会会長 藤 村 利 夫 

山口県中小企業団体中央会会長 和 田 卓 也 

山口経済同友会代表幹事 藤 田 剛 二 

山口県農業協同組合中央会会長 山 本 伸 雄 

山口県森林組合連合会代表理事会長 河 村 建 夫 

山口県漁業協同組合代表理事組合長 森 友 信 

学 
国立大学法人山口大学長 岡 正 朗 

公立大学法人山口県立大学理事長 江 里 健 輔 

金 

株式会社山口銀行代表取締役頭取 福 田 浩 一 

株式会社西京銀行代表取締役頭取 平 岡 英 雄 

山口県信用金庫協会会長 中 野 博 文 

労 一般社団法人山口県労働者福祉協議会会長 中 野 威 

言 
山口放送株式会社代表取締役社長 岩 田 幸 雄 

株式会社みなと山口合同新聞社代表取締役社長 井 上 正 明 

住民

関係 

山口県自治会連合会会長 永 尾 遜 

社会福祉法人山口県社会福祉協議会会長 原 昌 克 

公益財団法人山口きらめき財団副理事長 半 田 健 二 

国 山口労働局長 小松原 正 俊 

県 

山口県知事 村 岡 嗣 政 会  長 

山口県議会議長 畑 原 基 成 顧 問 

山口県教育委員会教育長 浅 原 司 

市町 

下関市長 中 尾 友 昭 

宇部市長 久保田 后 子 

山口市長 渡 辺 純 忠 

萩市長 野 村 興 兒 

防府市長 松 浦 正 人 

下松市長 井 川 成 正 

岩国市長 福 田 良 彦 

光市長 市 川   熙 

長門市長 大 西 倉 雄 

柳井市長 井 原 健太郎 

美祢市長 村 田 弘 司 

周南市長 木 村 健一郎 

山陽小野田市長 白 井 博 文 

周防大島町長 椎 木 巧 

和木町長 米 本 正 明 

上関町長 柏 原 重 海 

田布施町長 長 信 正 治 

平生町長 山 田 健 一 

阿武町長 中 村 秀 明 


